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住宅確保要配慮者の
専門家さんお願いします

賃貸トラブル法律講座 入居者の退去時や契約更新時の
トラブル回避のポイント

平成18年度以前に旧公庫に借入れのお申込みをされたお客さまへ

住宅金融支援機構からのお知らせ

平成18年度以前に住宅金融公庫に借入れのお申込みをされて融資を受け、建設された賃貸住宅につきまし
ては、融資金のご返済期間中、入居者と締結する賃貸借契約の内容に関し、次の１から４までの制限事項が
金銭消費貸借契約で定められています。お客さまにおかれましては、引き続き入居者との賃貸借契約に係る
制限事項を遵守いただきますようお願いいたします。

制限事項の詳しい内容は、住宅金融支援機構のホームページ（https://www.jhf.go.jp）をご確認ください。

入居者との賃貸借契約に係る制限事項の概要
1  家賃は毎月その月分または翌月分の支払いであること
2  敷金（退去時に返還される保証金を含みます。）を家賃の３か月分（中高層ビル融資、 

レントハウスローンの場合は６か月分（近畿圏の一部地域は９か月分））を超えて受領しないこと
3  礼金、権利金、謝金、更新料（更新事務手数料は除きます。）などの金品を受領しないこと
4 その他入居者にとって不当な負担となることを賃貸の条件としないこと
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「住宅確保要配慮者」をとりまく 
住まいさがしの現状と支援体制



大家さんに役立つ耳寄り情報

最新の
賃貸市場と
入居者ニーズ

Special Feature
特集

最新の賃貸市場と入居者ニーズ

賃貸マーケットに変化が訪れています。デフレ時代
に長く低迷していた家賃が右肩上がりの傾向を強
め、入居者ニーズも新たな段階を迎えつつあるよう
です。長期安定経営を目指すための、最新動向をふ
まえた空室対策のヒントをお伝えします。

過
去
最
高
の
家
賃
が
続
出 

広
い
面
積
ほ
ど
上
昇
率
も
強
い

 

「
賃
貸
住
宅
の
家
賃
は
、
こ
こ
数
年
、

全
国
の
大
都
市
圏
を
中
心
に
上
昇
傾
向

に
あ
り
ま
す
。
２
０
２
４
年
は
多
く
の

エ
リ
ア
で
過
去
最
高
の
水
準
に
な
り
ま

し
た
」
と
磐
前
さ
ん
。

　

と
は
い
え
、
必
ず
し
も
全
国
一
律
に

動
い
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

例
え
ば
首
都
圏
で
は
、
東
京
23
区
の
家

賃
が
２
０
１
９
年
以
前
か
ら
早
め
に
上

が
り
出
し
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
在
宅

ワ
ー
ク
が
普
及
し
、
都
心
部
か
ら
の
脱

出
組
が
増
え
た
こ
と
も
あ
り
、
一
時
的

に
落
ち
込
み
ま
し
た
が
、
２
０
２
２
年

か
ら
再
び
上
昇
に
転
じ
て
い
ま
す
。
一

方
、
周
辺
３
県
で
は
、
２
０
１
９
年

頃
ま
で
家
賃
は
ほ
ぼ
横
ば
い
。
そ
の
後
、

東
京
23
区
ほ
ど
コ
ロ
ナ
禍
で
は
落
ち
込

ま
ず
、
入
居
者
の
目
が
郊
外
に
向
い
た

こ
と
を
受
け
、
ど
の
エ
リ
ア
で
も
右
肩

上
が
り
の
傾
向
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

他
の
大
都
市
圏
の
中
心
エ
リ
ア
で

も
、
ほ
ぼ
上
昇
傾
向
で
す
。
特
に
、
東

京
23
区
と
同
様
に
コ
ロ
ナ
禍
以
前
か
ら

上
昇
傾
向
に
あ
っ
た
福
岡
市
の
上
昇
率

の
高
さ
が
目
立
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、

２
０
２
４
年
に
入
っ
て
か
ら
、
横
ば
い

や
下
降
ぎ
み
に
転
じ
た
エ
リ
ア
も
あ
り

ま
し
た
。

 

「
一
部
の
エ
リ
ア
を
除
い
て
、
広
い
部

屋
の
タ
イ
プ
ほ
ど
上
昇
率
が
高
い
な
ど
、

面
積
帯
に
よ
っ
て
異
な
る
動
き
が
見
ら

れ
る
の
も
最
近
の
特
徴
で
す
。
理
由
は
、

シ
ン
グ
ル
向
き
が
供
給
過
剰
気
味
な
の

に
対
し
て
、
面
積
の
広
い
フ
ァ
ミ
リ
ー

向
き
に
な
る
ほ
ど
供
給
量
が
限
ら
れ
る

一
方
で
、
需
要
が
高
ま
っ
て
い
る
か
ら

で
す
」

需
給
両
面
か
ら
家
賃
を
押
し
上
げ 

今
後
も
上
昇
ト
レ
ン
ド
が
続
く

　

家
賃
が
上
が
っ
て
い
る
理
由
と
し
て

は
、
２
つ
の
側
面
が
あ
り
ま
す
。

 

「
１
つ
は
、
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い

る
建
築
費
の
大
幅
な
上
昇
に
加
え
て
、

既
存
の
賃
貸
住
宅
に
お
け
る
維
持
管
理

費
の
コ
ス
ト
ア
ッ
プ
が
大
き
い
で
し
ょ

う
。
2
点
目
と
し
て
は
、
需
要
の
高
ま

り
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
分
譲
マ
ン
シ
ョ

ン
の
価
格
が
高
騰
し
て
購
入
が
難
し
く

な
っ
た
層
が
賃
貸
に
流
れ
て
い
る
こ
と

や
、
コ
ロ
ナ
禍
で
一
時
的
に
縮
小
し
て

い
た
転
勤
や
引
っ
越
し
が
復
活
し
て
い

る
こ
と
が
要
因
で
す
」

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
今

後
の
家
賃
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

 

「
エ
リ
ア
に
よ
る
多
少
の
違
い
は
あ
り

ま
す
が
、
家
賃
が
上
昇
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
賃
貸
住
宅
の
取
引
状
況

は
堅
調
で
す
。
現
状
で
は
家
賃
が
下
が

る
材
料
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
当
面
、

家
賃
上
昇
は
続
く
で
し
ょ
う
」

　

家
賃
値
上
げ
の
余
地
は
ま
だ
あ
り
そ

う
で
す
が
、
同
じ
間
取
り
タ
イ
プ
で
も

入
居
者
に
よ
っ
て
、
家
賃
水
準
の
受
け

止
め
方
が
違
い
ま
す
。

 

「
同
じ
単
身
者
で
も
、
収
入
に
余
裕
の

あ
る
社
会
人
の
間
で
は
『
住
ま
い
＆
ス

マ
ホ
に
必
要
な
お
金
は
惜
し
ま
な
い
』

と
い
う
人
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
立

地
や
プ
ラ
ン
に
納
得
で
き
る
な
ら
、
強

め
の
家
賃
設
定
も
難
し
く
な
い
で
し
ょ

う
。
一
方
、
親
か
ら
の
仕
送
り
に
頼
る

学
生
な
ど
は
、
家
賃
値
上
げ
に
は
抵
抗

感
が
強
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
」

　

首
都
圏
で
は
、
外
国
人
や
法
人
契
約

の
増
加
が
不
動
産
仲
介
会
社
の
業
績
好

調
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
調
査
も

あ
り
ま
し
た
。
近
畿
圏
は
、
首
都
圏
に

比
べ
て
外
国
人
や
法
人
契
約
に
関
す
る

反
応
は
少
な
い
状
況
で
す
。

　

ま
た
東
海
圏
は
、
も
と
も
と
他
の
地

方
か
ら
の
出
入
り
が
少
な
い
こ
と
や
、

戸
建
て
の
需
要
が
高
く
住
み
替
え
が
活

発
で
な
い
と
い
う
地
域
性
も
家
賃
動
向

に
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

エ
リ
ア
や
面
積
帯
に
よ
る
家
賃
動
向

の
違
い
に
加
え
て
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
次
第

で
入
居
率
が
変
わ
る
こ
と
も
意
識
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

●建築費の動き（東京／指数：2015年＝100）

不動産情報サービスのアットホームのグループ
会社。不動産データ部門を統括し、各種市場
動向レポートの公表や、講演・執筆活動を行う。

アットホームラボ株式会社
執行役員
データマーケティング部 部長
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出典：全国主要都市の「賃貸マンション・アパート」 募集家賃動向（2024年11月）／アットホーム（株）
30～50㎡ 50～70㎡以下アパート
30～50㎡ 50～70㎡以下マンション

全
国
的
に
家
賃
は
上
昇
傾
向
で
、

賃
貸
市
場
の
動
き
も
堅
調

※一般財団法人 建設物価調査会「建築費指数（工事原価）」を基に作成
※RC造、S造は集合住宅、木造は住宅の指数
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●�全国的に家賃は上昇傾向。�
エリアによる時期のズレや違いあり。

●�建築・維持管理コストのアップ、�
需要増加で今後も家賃上昇は続く見通し。

●�新たな生活スタイルを取り込み�
「広めのLDK」のニーズが高まる。
●�防犯設備への関心は、�
全世帯で以前にも増して高まっている。

Special Feature 最新の賃貸市場と入居者ニーズ

ま と め

す
。
た
だ
、
コ
ロ
ナ
禍
で
在
宅
ワ
ー
ク

や
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
が
急
に
増
え
た
時

期
は
、
部
屋
の
広
さ
よ
り
も
各
人
が
個

室
で
作
業
で
き
る
部
屋
数
を
求
め
る
ニ

ー
ズ
に
戻
っ
て
い
ま
し
た
。

 

「
最
近
は
再
び
、
広
め
の
リ
ビ
ン
グ
へ

の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
オ
フ

ィ
ス
勤
務
が
復
活
し
て
、
在
宅
ワ
ー
ク

も
毎
日
で
は
な
く
な
っ
た
会
社
も
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
せ
い
か
、
家
族

み
ん
な
が
リ
ビ
ン
グ
で
楽
し
く
だ
ん
ら

ん
で
き
る
時
間
が
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
昨
今
の
光
熱
費
の
高
騰

を
受
け
て
、
家
族
が
別
々
に
個
室
で
過

ご
す
よ
り
、
１
カ
所
に
集
ま
っ
た
ほ
う

が
冷
暖
房
費
も
節
約
で
き
る
か
ら
で
す
。

新
婚
カ
ッ
プ
ル
に
お
す
す
め
の
条
件
に

関
す
る
調
査
で
も
、『
広
め
の
リ
ビ
ン

グ
』
や
『
広
め
の
間
取
り
』
が
上
位
に

入
っ
て
い
ま
す
」

　

ま
た
、
30
～
50
㎡
の
１
Ｌ
Ｄ
Ｋ
は
新

婚
カ
ッ
プ
ル
な
ど
2
人
世
帯
向
き
と
い

う
常
識
も
崩
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
シ
ン

グ
ル
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
が
１
Ｌ
Ｄ
Ｋ
を
選

び
始
め
て
い
る
の
で
す
。

 

「
収
入
に
少
し
余
裕
が
あ
る
社
会
人
シ

ン
グ
ル
の
な
か
で
も
、
リ
ッ
チ
に
部
屋

で
過
ご
し
た
い
と
い
う
層
が
１
Ｌ
Ｄ
Ｋ

を
希
望
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
子
育
て
フ
ァ
ミ
リ
ー
層
の
中

で
も
、
マ
イ
ホ
ー
ム
の
購
入
資
金
を
貯

め
る
た
め
に
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
向
き
を
我

慢
し
て
家
賃
を
節
約
し
、
あ
え
て
コ
ン

パ
ク
ト
な
タ
イ
プ
を
選
ぶ
傾
向
も
現
れ

て
い
る
わ
け
で
す
。
シ
ン
グ
ル
と
フ
ァ

ミ
リ
ー
の
両
方
か
ら
需
要
が
集
ま
っ
て

い
ま
す
」

　

現
在
の
間
取
り
が
Ｄ
Ｋ
タ
イ
プ
な
ら
、

Ｌ
Ｄ
Ｋ
タ
イ
プ
へ
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
す

る
こ
と
で
、
幅
広
い
ニ
ー
ズ
を
受
け
止

め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

高
速
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
必
須
条
件
に 

防
犯
設
備
へ
関
心
が
高
ま
る

　

設
備
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
に
も
変
化
が

う
か
が
え
ま
す
。
人
気
設
備
の
ラ
ン
キ

ン
グ
調
査
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
無

料
、
宅
配
ボ
ッ
ク
ス
、
テ
レ
ビ
モ
ニ
タ

付
き
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
な
ど
が
根
強
い
人

気
で
す
。
代
わ
り
映
え
し
な
い
と
思
う

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
、
こ
れ
ら

の
設
備
を
希
望
す
る
理
由
が
少
し
ず
つ

変
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
例
え
ば
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
設
備
は
、
部
屋
で
ゲ
ー

ム
を
し
た
り
配
信
動
画
を
視
聴
し
た
り

す
る
た
め
に
、
接
続
無
料
は
欠
か
せ
な

い
と
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
コ

ロ
ナ
禍
以
降
は
、
在
宅
中
の
テ
レ
ワ
ー

ク
が
支
障
な
く
で
き
る
よ
う
に
、
通
信

の
速
度
や
安
定
性
が
重
視
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
30
歳
未

満
の
Ｚ
世
代
は
、
動
画
を
早
送
り
し
な

が
ら
見
る
「
倍
速
視
聴
」
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
に
、“
タ
イ
パ
（
時
間
効
率
）”

を
重
視
す
る
傾
向
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
「
高
速
」
が
今
や

必
須
条
件
で
す
。

　

ま
た
宅
配
ボ
ッ
ク
ス
は
、
も
と
も
と

幅
広
い
入
居
者
層
を
取
り
込
む

人
気
上
昇
の
「
広
め
の
Ｌ
Ｄ
Ｋ
」

　

家
賃
の
上
昇
ト
レ
ン
ド
は
、
リ
フ
ォ

ー
ム
や
改
良
に
よ
る
競
争
力
を
高
め
る

チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め

に
も
最
新
の
入
居
者
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て

知
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

ま
ず
、
間
取
り
プ
ラ
ン
に
対
す
る
ニ

ー
ズ
に
変
化
が
起
き
て
い
ま
す
。
フ
ァ

ミ
リ
ー
向
き
で
は
、
リ
ビ
ン
グ
の
な
い

部
屋
数
重
視
の
Ｄ
Ｋ
タ
イ
プ
か
ら
、
広

め
の
リ
ビ
ン
グ
を
採
っ
た
Ｌ
Ｄ
Ｋ
タ
イ

プ
へ
の
流
れ
は
、
以
前
か
ら
の
傾
向
で

新婚カップルにおすすめの条件ランキング
防犯に対する意識は

直近2年程度で変化しているか

防犯のことを考えると欲しい住まいの条件・設備で、
家賃に上乗せしても良いと思う金額

地場の不動産仲介会社によると、新婚カップルでも「広いリビング・間取り」が
オススメという意見が少なくありません。共働きの家事動線への配慮や、少し
先の生活スタイルをイメージした場合に柔軟に対応できるからです。

セキュリティへの関心が、性別・年齢層を問わずに高まっ
ています。最新調査では、約半数がこの2年で防犯意識
を高め、入居前に周辺の治安を調べる入居者が6割も。
防犯設備の重要性が改めて見直されているのです。

物騒な事件が増えたと思うから（30代男性）
コロナ禍で家にいることが多くなったから（40代女性）
高齢者を狙った事件が増えたから（60代女性）
身近で盗難が発生したから（30代男性）

広めのリビング志向が強まる世代を超えて防犯設備に強い関心

不
在
時
で
も
荷
物
を
受
け
取
れ
る
利
便

性
が
主
な
目
的
で
し
た
。

 

「
コ
ロ
ナ
禍
で
は
感
染
予
防
の
た
め
の

非
接
触
と
い
う
衛
生
面
の
ニ
ー
ズ
も
加

わ
り
ま
し
た
。
最
近
は
、
不
審
者
が
棟

内
に
侵
入
す
る
よ
う
な
物
騒
な
事
件
が

多
発
す
る
中
で
、
見
知
ら
ぬ
人
と
の
遭

遇
を
避
け
る
の
に
も
役
立
つ
と
い
う
防

犯
面
の
評
価
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
」

　

防
犯
意
識
に
関
す
る
実
態
調
査
で
は
、

防
犯
の
た
め
に
欲
し
い
設
備
は
、
1
位

が
モ
ニ
タ
付
き
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
、
2
位

1 お互いの通勤・通学に便利 67.4%

2 スーパーマーケット／コンビニが近いなど買い物に便利 46.1%

3 駅徒歩圏内 35.5%

4 どちらかの実家に近い 30.0%

5 広いリビングがある 25.3%

6 広めの間取り 24.1%

7 防音性が高い 21.7%

8 お互いの部屋が確保できる間取り 16.5%

9 バス・トイレが居室から離れている 7.3%

10 お互いの実家から遠い 1.4%

出典： 不動産のプロに聞いた！ 
「新婚カップルにおすすめの条件・設備」ランキング／アットホーム（株）

出典：住まい探しと防犯意識の実態調査／アットホーム（株）

入
居
者
ニ
ー
ズ
を
ふ
ま
え
た

リ
フ
ォ
ー
ム・改
良
の
ポ
イ
ン
ト

が
防
犯
カ
メ
ラ
、
3
位
が
オ
ー
ト
ロ
ッ

ク
、
そ
し
て
4
位
に
宅
配
ボ
ッ
ク
ス
が

入
り
ま
し
た
。
ま
た
“
防
犯
関
連
”
の

設
備
が
付
く
な
ら
、
家
賃
に
数
千
円
も

上
乗
せ
し
て
も
よ
い
と
い
う
結
果
も
出

て
い
ま
す
（
左
図
参
照
）。

　

も
と
も
と
若
い
女
性
が
防
犯
性
を
重

視
す
る
と
い
う
声
は
強
か
っ
た
の
で
す

が
、
今
で
は
年
齢
を
問
わ
ず
防
犯
を
意

識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
直
近

2
年
で
防
犯
意
識
が
高
ま
っ
た
と
い
う

答
え
が
半
数
を
占
め
る
と
い
う
の
も
、

昨
今
の
社
会
情
勢
を
表
し
て
い
る
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

 

「
最
近
は
、
支
払
う
家
賃
に
見
合
っ
た

設
備
が
ど
の
く
ら
い
充
実
し
て
い
る
か

な
ど
、
住
ま
い
の
条
件
を
詳
し
く
調
べ

て
、
厳
選
す
る
入
居
者
が
増
え
て
き
て

い
ま
す
」

　

今
後
は
変
化
す
る
ニ
ー
ズ
を
と
ら
え
、

そ
れ
に
応
え
る
プ
ラ
ン
や
設
備
な
ど
を

取
り
入
れ
て
い
く
こ
と
で
、
家
賃
を
値

上
げ
し
て
も
入
居
者
に
選
ば
れ
る
賃
貸

住
宅
を
目
指
せ
る
で
し
ょ
う
。

高くなった
理由

低くなった
0.2%

高くなった
23.1%

やや
高くなった
26.4%

変化
していない

49.7%

やや
低くなった

0.6%

約半数で
防犯意識が

高まる

宅配ボックス
平均1,201円

オートロック
平均2,115円

2階以上
平均2,299円

モニタ付インターホン
平均1,497円

24時間セキュリティー
平均2,206円

防犯カメラ
平均1,811円
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大
き
な
改
正
点
は
な
し 

今
年
度
は
変
更
の
可
能
性
も

　

税
制
改
正
大
綱
は
、
税
制
改
正
法
案

の
基
盤
と
な
る
も
の
で
、
3
月
末
に
国

会
で
承
認
可
決
と
な
り
ま
す
。
今
の
所
、

賃
貸
経
営
に
関
わ
る
大
き
な
改
正
は
な

い
見
込
み
で
す
。
例
年
は
大
綱
通
り
に

改
正
さ
れ
る
も
の
で
す
が
、
今
回
は
あ

く
ま
で
自
民
党
の
改
正
案
な
の
で
、
衆

議
院
の
可
決
が
で
き
な
い
可
能
性
も
あ

り
ま
す
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
今
回
の
改

正
案
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

●
所
得
税
関
係

 

「
１
０
３
万
円
の
壁
」
が
話
題
と
な
っ

て
い
る
所
得
税
に
関
し
て
は
、
基
礎
控

除
、
給
与
所
得
控
除
（
最
低
額
）
と
、

と
も
に
10
万
円
ず
つ
引
き
上
げ
ら
れ
、

年
収
１
２
３
万
円
以
下
の
収
入
に
は
所

得
税
が
か
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。
し
か

し
、
20
万
円
程
度
の
違
い
で
は
働
き
控

え
を
な
く
す
ほ
ど
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
な

い
で
し
ょ
う
。
そ
も
そ
も
１
０
３
万
円

の
壁
を
意
識
し
て
い
る
人
た
ち
が
ど
れ

だ
け
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
配
偶
者
（
パ
ー
ト
の
主
婦

な
ど
）
の
場
合
、
現
行
の
「
配
偶
者
特

別
控
除
」
を
、
年
収
１
５
０
万
円
ま
で

は
利
用
可
能
で
す
。

　

今
回
の
対
象
と
考
え
ら
れ
る
大
学
生

等
に
対
し
て
は
「
特
定
親
族
特
別
控

除
」
が
創
設
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、

２
０
２
５
（
令
和
7
）
年
以
降
は
年
齢

19
歳
か
ら
22
歳
ま
で
の
親
族
の
年
収
が

１
５
０
万
円
ま
で
、
親
は
63
万
円
の
特

定
扶
養
控
除
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

オ
ー
ナ
ー
の
中
に
は
専
従
者
給
与
や

役
員
給
与
で
、
所
得
税
・
住
民
税
が
か

か
ら
な
い
範
囲
で
あ
る
月
８
万
円
の
給

与
を
出
し
て
い
る
方
も
い
る
と
思
い
ま

す
が
、
今
後
は
給
与
所
得
控
除
が
65
万

円
に
な
る
の
で
、
月
９
万
円
ま
で
出
し

て
も
税
金
は
か
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
形
の
上
で
は
１
０
３ 

万
円
の
壁
は
撤
廃
さ
れ
そ
う
で
す
が
、

家
族
を
「
扶
養
」
と
す
る
た
め
の
社
会

保
険
の
１
３
０
万
円
の
壁
は
依
然
と
し

て
残
っ
た
ま
ま
で
す
。
こ
の
壁
が
な
く

な
ら
な
い
限
り
、
日
本
の
労
働
者
不
足

は
解
消
さ
れ
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

●
国
民
健
康
保
険
税

　

見
落
と
し
が
ち
な
の
が
、
国
民
健
康

保
険
の
上
限
額
の
引
き
上
げ
で
す
。
今

回
、
３
万
円
の
引
き
上
げ
で
上
限
は

１
０
９
万
円
に
な
り
ま
す
。
上
限
額
は

毎
年
上
が
っ
て
お
り
、
２
０
０
６
年
か

ら
20
年
で
47
万
円
も
上
が
っ
て
い
ま
す
。

対
策
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
法
人

の
設
立
で
す
。
給
与
次
第
で
す
が
、
法

人
化
し
て
社
会
保
険
料
を
払
う
方
が
負

担
を
減
ら
せ
る
場
合
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

延
長
・
改
定
さ
れ
る
項
目
は 

対
象
と
な
る
内
容
を
確
認

●
一
括
贈
与
の
非
課
税
特
例

　

結
婚
・
子
育
て
資
金
に
係
る
一
括
贈

与
の
非
課
税
特
例
が
2
年
間
延
長
さ
れ

ま
す
。
こ
れ
を
含
め
て
、
現
在
利
用
で

き
る
特
例
は
「
住
宅
資
金
の
贈
与
」「
教

育
資
金
の
贈
与
」「
結
婚
・
子
育
て
資

金
の
贈
与
」
の
３
つ
。
詳
し
く
は
左
図

を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

●
そ
の
他
の
項
目

　

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
も
引
き
続
き
活
用

可
能
に
。
子
育
て
世
帯
及
び
若
者
夫
婦

世
帯
に
お
け
る
借
入
限
度
額
に
つ
い
て
、

上
乗
せ
措
置
を
２
０
２
５
（
令
和
７
）

年
度
も
適
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

確
定
拠
出
年
金
（
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
）
を

利
用
し
て
い
る
方
で
、
複
数
社
に
勤
務

賃貸経営
アラカルト

◦�不動産オーナーに関わる�
大きな改正はない見通し。今年度は�
３月末の閣議次第で変更の可能性も。
◦�103万円の壁が123万円に。�
しかし労働力不足解消には程遠い。�
社会保険の130万円の壁は残る。

◦�結婚・子育て資金の一括贈与に係る�
非課税特例が2年間延長。�
今使える制度を賢く利用しよう。

２
０
２
５
年
度
の
税
制
改
正
大
綱
が
２
０
２
４
年
12
月
20
日
に
発
表
さ
れ
ま
し
た
。今
回
は
賃
貸
オ
ー
ナ
ー
に

関
わ
る
制
度
で
大
き
な
改
正
は
あ
り
ま
せ
ん
。そ
の
中
で
賃
貸
経
営
に
影
響
が
あ
り
そ
う
な
改
正
案
を
、大
家

さ
ん
専
門
税
理
士
の
渡
邊
先
生
に
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

に聞きました
専 門 家

税理士、司法書士、宅地建物取
引士。税理士試験合格後、実家
の大家業を引き継ぎ、危機的な経
営状態の改善に成功。セミナー・
著書多数。

Knees bee
税理士法人／
司法書士 
渡邊浩滋総合事務所 
代表
渡邊 浩滋 氏

ま と め

１
０
３
万
円
の
壁
問
題
は
ど
う
な
る
？

２
０
２
５
年
度

税
制
改
正
大
綱
速
報

し
て
い
た
場
合
は
、
老
齢
一
時
金
の
退

職
所
得
控
除
の
変
更
に
注
意
で
す
。
退

職
金
に
対
す
る
控
除
額
は
、
重
複
期
間

に
相
当
す
る
控
除
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

２
０
２
６
（
令
和
8
）
年
1
月
1
日
以

降
に
受
け
取
る
確
定
拠
出
年
金
の
老
齢

一
時
金
に
つ
い
て
は
、
会
社
の
退
職
金

よ
り
も
前
に
受
け
取
っ
た
場
合
に
は
、

前
年
以
前
9
年
以
内
が
重
複
期
間
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
相
続
登
記
が
さ
れ
て
い
な
い

土
地
に
関
し
て
は
、
昨
年
、
相
続
登
記

が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。
義
務
化
す
る

前
の
未
登
記
も
対
象
で
、
罰
則
も
あ
る

の
で
早
め
に
登
記
を
進
め
て
く
だ
さ
い
。

今
後
も
改
正
の
動
き
に
注
目 

制
度
を
把
握
し
て
賢
く
利
用
を

　

今
回
は
見
送
ら
れ
ま
し
た
が
、
非
上

場
株
式
の
株
価
評
価
に
関
し
て
、
現
状

の
株
価
は
低
く
評
価
さ
れ
て
い
る
と
し

て
、
改
正
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。
法

人
の
方
は
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
昨

今
、
各
種
の
節
税
ス
キ
ー
ム
が
動
画
サ

イ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
出
回
っ
て
い
ま

す
が
、
す
ぐ
に
問
題
視
さ
れ
改
正
等
で

対
策
が
打
た
れ
て
い
ま
す
。
出
所
不
明

な
ス
キ
ー
ム
は
あ
て
に
せ
ず
、
現
状
の

制
度
を
賢
く
利
用
し
て
、
賃
貸
経
営
を

行
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

■�所得税や社会保険の壁とその動向

■�一括贈与に関わる非課税特例

相続による移転登記にかかる
登録免許税の免税措置を2年延長

長期間相続登記がされていない土地の解消を図るた
めに設けられた制度。例えば土地の名義人である祖父
の死亡により、親が相続したが、登記をせずに親も亡く
なってしまった場合、子どもが親の相続登記を申請す
る際、登録免許税（0.4％）が免税となる。

※本記事は2025年1月時点の情報をもとに作成しています。 ※１ 特定扶養親族は63万円　※２ 従業員数51名以上の会社で週20時間以上勤務

壁の名称 対象となる�
制度・税金 超えた場合の影響（現行） 改正の内容

103万円
の壁 所得税

所得控除38万円（※1）の適用がなく
なる。（配偶者は現行の「配偶者特別
控除」が適用）

123万円の壁へ／19歳～23
歳未満の特定扶養親族は、年収
150万円以下まで63万円の控
除が適用に。

106万円
の壁 社会保険

年収106万円（※2）を超えると社会
保険（厚生年金・健康保険）への加入
が必要。

撤廃予定／週20時間以上超え
て働く労働者に対して、社会保
険料を会社が肩代わりする仕組
みを整備する方向。

130万円
の壁 社会保険

年収130万円を超えると扶養から外
れ、自身で社会保険料（国民健康保
険・国民年金）を支払う必要がある。

改正なし／130万円の壁は残る
予定。

税制改正が決定される3月末までに、どこまで協議が進むかに注目です。

住宅資金の
贈与

教育資金の
贈与

結婚・子育て
資金の贈与

目
的

マイホームの新築、
中古住宅の
購入・増改築

教育資金
（入学金や授業料、
塾・習い事など）

結婚や子育て資金
（挙式や新居、出産・
不妊治療など）

非
課
税
枠

500万円
（住宅性能により

1,000万円）

1,500万円
（学校以外への

支払いは500万円）

1,000万円
（結婚費用は

300万円）

贈
与
す
る
人

父母・祖父母など 父母・祖父母など 父母・祖父母など

贈
与
さ
れ
る
人

18歳以上の子・孫
（合計所得が

2,000万円以下）

30歳未満の子・孫
（合計所得が

1,000万円以下）

18歳以上
50歳未満の子・孫
（合計所得が

1,000万円以下）

適
用
期
限

2026年
12月31日まで

2026年
3月31日まで

＼延長予定／
2027年

3月31日まで

Yさんが1次相続について
相続登記を申請した場合、
登録免許税を免税

祖父

死
亡

相続（未登記） 相　続

土地 土地

親 Yさん

死
亡

2027年
3月31日まで
延長予定

1次 2次

※詳しい要件は国税庁のホームページをご確認ください
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居住支援法人の取り組み

住
宅
確
保
要
配
慮
者
の
入
居
を 

居
住
支
援
法
人
が
サ
ポ
ー
ト

　

近
年
、
高
齢
者
や
生
活
保
護
を
受
給

す
る
方
の
数
が
増
え
て
お
り
、
特
に
高

齢
者
は
２
０
３
０
年
に
は
８
０
０
万
世

帯
に
迫
る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
健
康
問
題
や
経
済
的
な
理
由
か

ら
適
切
な
住
ま
い
を
借
り
る
の
が
難
し

い
方
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
状
況
で
す
。

　

こ
う
し
た
「
住
宅
確
保
要
配
慮
者
」

の
方
々
が
住
ま
い
探
し
を
す
る
経
路

と
し
て
は
、
各
自
治
体
に
設
置
さ
れ

て
い
る
「
自
立
相
談
支
援
窓
口
」（
※

１
）
を
訪
ね
て
相
談
し
た
り
、
不
動
産

会
社
や
家
賃
保
証
会
社
か
ら
支
援
機
関

を
紹
介
さ
れ
た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
最
近
は
自
治
体
等
を
介
さ
な
く
と

も
、
直
接
居
住
支
援
法
人
に
連
絡
が
来

る
ケ
ー
ス
も
増
え
て
き
ま
し
た
。

サ
ポ
ー
ト
に
入
る
「
居
住
サ
ポ
ー
ト
住

宅
」
を
創
設
。
管
理
会
社
や
オ
ー
ナ
ー

の
負
担
を
減
ら
し
ま
す
。

　

前
述
の
改
正
に
加
え
て
、
各
市
区
町

村
に
居
住
支
援
協
議
会
の
設
置
を
促
進

し
、
地
域
で
の
連
携
を
強
化
し
て
い
く

見
込
み
で
す
。

「
居
住
サ
ポ
ー
ト
住
宅
」 

モ
デ
ル
事
業
が
ス
タ
ー
ト

　

国
土
交
通
省
が
２
０
２
４
（
令
和

6
）
年
に
「
居
住
サ
ポ
ー
ト
住
宅
」
の

モ
デ
ル
事
業
を
採
択
し
た
の
を
機
に
、

多
く
の
居
住
支
援
法
人
で
モ
デ
ル
事
業

を
開
始
し
ま
し
た
。
高
齢
者
や
障
が
い

者
等
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
、

　

居
住
支
援
法
人
は
、
高
齢
者
や
生
活

保
護
受
給
者
、
障
が
い
者
等
が
賃
貸
住

宅
で
き
ち
ん
と
生
活
し
て
い
け
る
よ
う

に
支
援
す
る
組
織
で
す
。
オ
ー
ナ
ー
に

対
し
て
も
、
安
心
し
て
物
件
を
貸
し
出

し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
サ
ポ
ー
ト
を

行
っ
て
い
ま
す
（
※
2
）。

住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
制
度 

今
秋
の
改
正
で
ど
う
変
わ
る
？

　

国
と
し
て
も
、
住
宅
の
確
保
に
配
慮

が
必
要
な
方
の
入
居
を
拒
ま
な
い
賃
貸

住
宅
の
供
給
を
促
進
す
る
「
住
宅
セ
ー

フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
制
度
」
を
設
け
て
、
住

宅
供
給
を
支
援
し
て
き
ま
し
た
。
さ
ら

に
住
宅
供
給
の
門
戸
を
拡
げ
る
た
め
、

２
０
２
５
（
令
和
7
）
年
秋
に
制
度
が

改
正
さ
れ
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
そ

の
背
景
に
は
、
少
子
高
齢
化
や
空
き
家

の
増
加
な
ど
の
問
題
を
解
決
し
た
い
と

い
う
国
の
思
い
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、
オ
ー
ナ
ー
や

管
理
会
社
が
こ
れ
ま
で
手
続
き
や
運
営

で
ハ
ー
ド
ル
を
感
じ
て
い
た
現
状
が
改

善
さ
れ
、
居
住
支
援
法
人
が
サ
ポ
ー
ト

に
入
る
こ
と
で
リ
ス
ク
や
不
安
が
軽
減

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
主
な
改
正

ポ
イ
ン
ト
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

近年、高齢者をはじめとする「住宅確保要配慮者」への住宅供給が重要な社会課題と
なっています。そこで、要配慮者の住まいさがしや、改正住宅セーフティネット法を中心
とした支援の状況について、居住支援法人の西澤希和子さんにお話をうかがいました。

●
終
身
建
物
賃
貸
借

　

入
居
者
の
死
亡
時
に
、
自
動
で
契
約

が
終
了
す
る「
終
身
建
物
賃
貸
借
契
約
」

に
つ
い
て
、
手
続
き
を
簡
素
化
し
、
利

用
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

●
家
賃
保
証

　

国
が
認
定
し
た
家
賃
保
証
会
社
を
利

用
す
る
こ
と
で
、
家
賃
滞
納
の
リ
ス
ク

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

●
残
置
物

　

居
住
支
援
法
人
が
室
内
の
残
置
物
の

受
任
者
と
な
る
こ
と
で
、
孤
独
死
な
ど

の
際
の
残
置
物
処
理
が
ス
ム
ー
ズ
に
な

り
ま
す
。

●
居
住
サ
ポ
ー
ト
住
宅

　

入
居
者
に
対
し
て
居
住
支
援
法
人
が

PPOINT! 住宅セーフティネット法 改正のポイント２０２５年秋に施行予定

◦�高齢者、生活保護受給者の数が増加。
住まいさがしや、適切な住まいを確保
することが難しい現状。

◦�セーフティネット制度の改正を国が推
進。家賃保証や残置物などに対する
オーナーの不安やリスクを軽減する。

◦�すべての人が住まいを借りられる社
会の実現へ、オーナーとして要配慮
者の受け入れの検討を。

地
域
社
会
と
連
携
し
な
が
ら
、
住
宅
の

設
計
や
運
営
に
お
い
て
サ
ポ
ー
ト
を
し

て
い
ま
す
。
弊
社
の
「
居
住
サ
ポ
ー
ト

住
宅
」
で
は
サ
ブ
リ
ー
ス
方
式
を
採
用
。

居
住
支
援
法
人
が
オ
ー
ナ
ー
か
ら
物
件

を
一
括
借
り
上
げ
し
、
要
配
慮
者
に
貸

し
出
し
て
い
ま
す
。
メ
リ
ッ
ト
は
以
下

の
通
り
で
す
。

●
オ
ー
ナ
ー
の
リ
ス
ク
軽
減

　

家
賃
保
証
を
含
め
て
居
住
支
援
法
人

が
責
任
を
持
つ
た
め
、
安
心
し
て
物
件

を
貸
し
出
せ
ま
す
。

●
ト
ラ
ブ
ル
対
応

　

居
住
支
援
法
人
が
入
居
者
と
の
ト
ラ

ブ
ル
対
応
を
行
う
た
め
、
オ
ー
ナ
ー
や

管
理
会
社
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

補
助
制
度
を
活
用
し
て 

設
備
の
導
入
や
改
修
も
行
え
る

　

住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
制
度
で
は
、

国
や
自
治
体
か
ら
住
宅
の
設
備
や
改
修

に
対
す
る
補
助
が
提
供
さ
れ
て
い
ま
す

（
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
、
高
齢
者
向
け

設
備
、
住
宅
改
修
費
用
な
ど
）。

　

例
え
ば
、
弊
社
で
は
、
居
住
支
援
付

き
住
宅
の
玄
関
の
鍵
に
「
血
流
認
証

ゲ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
」
を
導
入
し
、
居
住

者
の
見
守
り
と
扉
の
解
錠
を
両
立
で
き

「住宅確保要配慮者」をとりまく

※１ ２０２４（令和６）年度生活困窮者自立支援法の改正により、新たに住まいに関する相談窓口を設置することが義務づけられます。居住支援法人との連携も行
われる予定です。　※2 各居住支援法人により、サポート内容は異なります。

※各居住支援法人により、サポート内容は異なります。

住宅確保要配慮者の
専門家さんお願いします

監修
株式会社 あんど
代表取締役

（共同代表）
西澤 希和子 氏

全国居住支援法人協議会 研修委
員長を兼任。国土交通省などと連携
し住宅弱者への家賃債務保証と生
活支援を軸にした居住支援を研究。

「住宅確保要配慮者」とは
法令で定める者
◦低額所得者
◦被災者（発災後3年以内）
◦高齢者
◦障がい者
◦�子ども（高校生相当まで）を�
養育している者

省令で定める者
◦�外国人、DV被害者、帰国被害
者等、生活困窮者、国土交通大
臣が指定する災害の被害者等

る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
血
流
認
証
な

ら
盗
難
や
複
製
の
心
配
は
不
要
で
、
高

齢
者
や
障
が
い
の
あ
る
方
も
簡
単
に
使

え
ま
す
し
、
ア
プ
リ
へ
の
通
知
で
緊
急

対
応
も
行
え
ま
す
。
こ
う
し
た
設
備
の

導
入
費
用
も
補
助
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

今
後
、
単
身
高
齢
者
な
ど
が
激
増
し

て
い
く
日
本
に
お
い
て
、
賃
貸
住
宅
で

の
住
宅
確
保
要
配
慮
者
へ
の
居
住
支
援

体
制
を
整
え
る
こ
と
が
、
重
要
な
社
会

課
題
と
な
り
ま
す
。
す
べ
て
の
人
が
適

切
な
住
宅
を
借
り
ら
れ
る
世
の
中
に
な

る
よ
う
、
オ
ー
ナ
ー
か
ら
も
管
理
会
社

な
ど
に
声
が
け
を
し
て
、
ま
ず
は
「
住

宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
制
度
」
の
活
用

な
ど
か
ら
、
受
け
入
れ
を
検
討
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

賃貸契約が相続されない仕組み
「終身建物賃貸借契約」の自治体によ
る認可手続きを簡素化。住居単位か
ら事業者単位に。

家賃の滞納に困らない仕組み
要配慮者が利用しやすい家賃債務保
証業者（認定保証業者）を国土交通大
臣が認定。

地域の居住支援体制の強化
住宅施策と福祉施策が連携し、市区
町村による居住支援協議会設置を
促進。居住環境を整備。

残置物の処理に困らない仕組み
入居者が死亡した場合の手続きを円
滑に行うため、居住支援法人の業務
に残置物処理を追加。

居住サポート住宅を創設
居住支援法人等が入居者の安否確
認・見守り、福祉サービスへのつなぎ
を行う住宅を、市区町村が認定。

不動産関係団体
（宅建業者、管理会社、

オーナー等）

居住支援法人
福祉関係団体

（社会福祉法人等）

都道府県・市区町村
（住宅部局、福祉部局）

居住支援法人では、住宅確保要配慮者が民間
の賃貸住宅に円滑に入居し、快適に生活できる
よう、情報提供、相談、見守り等さまざまな支援
を行っています（※）。

居住支援
法人

オーナー

入居者

住宅確保要配慮者
の生活全般をサポー
ト。住まい探しから
入居中の見守り、生
活資金の相談まで
幅広く対応して、状
況により福祉事業者
につなげます。

家賃債務保証制度
や家賃低廉化補助
制度などを活用し
た家賃に関する支
援を行います。その
他、入居者からの委
託にもとづく残置物
処理を受託します。

住まいさがしの
現状と支援体制サポート

サポート
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災害のリスクと事前対策

欠
か
せ
ま
せ
ん
。
基
本
的
な
対
策
が
不

十
分
だ
と
物
件
が
大
き
な
損
傷
を
受
け

て
価
値
が
下
が
る
ば
か
り
か
、
最
悪
は

賃
貸
経
営
を
続
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と

も
。
建
物
な
ど
の
不
備
が
原
因
で
入
居

者
や
第
三
者
に
損
害
が
生
じ
た
場
合
は
、

賠
償
請
求
を
受
け
る
・
保
険
金
が
制
限

さ
れ
る
と
い
っ
た
事
態
を
招
く
場
合
も

あ
り
ま
す
。

建
物
の
耐
震
性
と
立
地
を
確
認 

感
震
ブ
レ
ー
カ
ー
で
火
災
防
止

　

地
震
に
備
え
、
必
ず
確
認
し
て
お
き

た
い
の
は
建
物
の
耐
震
性
で
す
。
中
で

も
１
９
８
１
年
以
前
の
旧
耐
震
基
準
で

建
て
ら
れ
た
木
造
の
建
物
は
倒
壊
リ
ス

ク
が
高
い
の
で
、
耐
震
補
強
工
事
を
検

討
し
ま
し
ょ
う
。
併
せ
て
受
水
槽
や
温

「
防
災
」の
知
識
を
深
め
る

賃
貸
経
営
の
気
に
な
る
ア
レ
コ
レ
を
じ
っ
く
り
掘
り
下
げ
て
知
識
を
深
め
る
連
載
企
画
。

第
３
弾
は
、大
切
な
財
産
を
守
る
た
め
に
も
欠
か
せ
な
い
、防
災
対
策
を
取
り
上
げ
ま
す
。

確
認
必
須
の
ポ
イ
ン
ト
か
ら
災
害
時
の
注
意
点
ま
で
、賃
貸
住
宅
の
防
災
に
詳
し
い
、荻
野
さ
ん
が
ま
る
ご
と
フ
カ
ボ
リ
ッ
！

公益財団法人
日本賃貸住宅管理協会
副会長
荻野 政男 氏

建
物
・
設
備
の
備
え
か
ら
保
険
内
容
ま
で

入
居
者
と
財
産
を
守
る
た
め
の
対
策
を
し
よ
う

防
災
は
入
居
促
進
に
有
効 

賃
貸
経
営
の
リ
ス
ク
回
避
に
も

　

地
震
や
水
害
が
多
い
日
本
に
お
い

て
、
災
害
対
策
は
と
て
も
身
近
で
重

要
な
テ
ー
マ
で
す
。
そ
れ
は
賃
貸

住
宅
の
入
居
者
に
と
っ
て
も
同
様
で
、

（
株
）
い
え
ら
ぶ
Ｇ
Ｒ
Ｏ
Ｕ
Ｐ
が
行
っ

た
「
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
関
す
る
調
査

２
０
２
４
」
に
よ
る
と
、
「
昨
年
よ
り

防
災
意
識
が
高
ま
っ
た
」
と
い
う
ユ
ー

ザ
ー
は
約
85
％
に
の
ぼ
り
、
不
動
産
会

社
も
賃
貸
仲
介
の
約
76
％
で
「
ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
が
昨

年
よ
り
増
加
し
た
」
と
回
答
。
物
件
の

防
災
力
が
入
居
者
の
獲
得
に
大
き
く
影

響
す
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
が
、
リ

ス
ク
管
理
の
観
点
か
ら
も
災
害
対
策
は

水
器
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
と
い
っ
た
外
部
設

備
も
、
補
強
や
固
定
な
ど
の
倒
壊
対
策

を
し
て
お
く
と
安
心
感
が
高
ま
り
ま
す
。

水
害
に
対
し
て
は
、
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

で
立
地
を
確
認
し
、
入
居
者
に
は
避
難

場
所
や
避
難
経
路
を
周
知
す
る
な
ど
の

対
策
を
し
ま
し
ょ
う
。
あ
ら
ゆ
る
災
害

に
備
え
、
共
用
部
な
ど
の
避
難
経
路
に

避
難
の
妨
げ
に
な
る
物
が
置
か
れ
て
い

な
い
か
確
認
す
る
の
も
大
切
で
す
。

　

建
物
や
外
構
だ
け
で
な
く
、
設
備
面

の
対
策
も
重
要
で
す
。
消
火
器
、
火
災

報
知
機
、
非
常
灯
な
ど
は
、
設
置
は
も

ち
ろ
ん
定
期
点
検
も
し
っ
か
り
行
い

た
い
設
備
。
ま
た
、
「
感
震
ブ
レ
ー

カ
ー
」
も
強
力
に
推
奨
し
た
い
設
備
で

す
。
地
震
の
被
害
を
拡
大
さ
せ
て
し
ま

う
要
因
は
、
通
電
火
災
が
多
い
こ
と
が

わ
か
っ
て
い
ま
す
。
通
電
火
災
と
は
停

電
が
復
旧
し
て
通
電
し
た
際
、
損
傷
し

た
電
線
が
発
火
し
て
起
こ
る
火
災
で
す
。

感
震
ブ
レ
ー
カ
ー
を
取
り
付
け
れ
ば
、

大
き
な
揺
れ
を
感
知
す
る
と
自
動
的
に

ブ
レ
ー
カ
ー
が
落
ち
て
電
気
が
止
ま
る

た
め
、
通
電
火
災
の
リ
ス
ク
を
低
減
で

き
ま
す
。
自
治
体
に
よ
っ
て
は
補
助
金

制
度
も
あ
る
の
で
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

　

そ
の
他
の
備
え
と
し
て
は
、
共
用
の

倉
庫
に
防
災
グ
ッ
ズ
を
備
蓄
す
る
の
も

一
考
で
す
。
物
件
の
付
加
価
値
が
高
ま

り
、
他
物
件
と
の
差
別
化
も
で
き
ま
す
。

ま
た
、
入
居
者
の
緊
急
連
絡
先
を
定
期

的
に
更
新
す
る
の
も
忘
れ
ず
に
行
い
ま

し
ょ
う
。
災
害
発
生
時
に
連
絡
が
つ
か

な
い
と
、
安
否
確
認
な
ど
が
で
き
な
く

な
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

保
険
は
補
償
内
容
に
注
意 

災
害
時
は
安
全
第
一
に
行
動
を

　

加
入
中
の
保
険
の
内
容
も
確
認
し
ま

し
ょ
う
。
地
震
に
よ
る
火
災
は
火
災
保

険
で
補
償
さ
れ
ず
、
付
帯
す
る
保
険
へ

加
入
が
必
要
な
の
で
要
注
意
で
す
。

　

災
害
が
発
生
し
た
ら
、
ま
ず
は
入
居

者
の
安
否
を
確
認
し
ま
す
。
次
に
、
建

物
の
被
害
状
況
を
確
認
し
、
罹
災
証
明

や
保
険
の
手
続
き
で
使
う
場
合
に
備
え

て
写
真
を
撮
り
ま
す
。
そ
の
後
の
工
事

手
配
な
ど
は
管
理
会
社
と
相
談
を
。
た

だ
し
、
災
害
時
に
は
オ
ー
ナ
ー
も
管
理

会
社
も
被
災
者
で
す
。
ご
自
身
の
安
全

を
最
優
先
に
、
で
き
る
こ
と
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。
管
理
会
社
と
は
、
事
前
に

災
害
時
の
対
応
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て

お
く
と
良
い
で
し
ょ
う
。
ご
自
身
、
入

居
者
、
財
産
を
守
る
意
識
を
持
ち
、
で

き
る
対
策
か
ら
始
め
て
み
て
く
だ
さ
い
。

◦�賃貸住宅の災害対策に
対する入居者の意識は
高まっている。
◦�建物、設備、保険につい
て必要な対策が取れて
いるか要チェック。
◦�災害時は管理会社も被
災者に。事前に対応を
話し合おう。

気
に
な
る

ト
ピ
ッ
ク
を

フ
カ
ボ
リ
ッ
！

フ
カ
ボ
リ
ッ
！

知っ得！

フカボリッ！フカボリッ！
CheckCheck

■ 事前にやっておくべき防災対策 ■ 対策不足で起こりうるリスク

賃貸住宅の災害対策は、入居者の安全確保と物件の資産価値維持に向けて
建物、設備、保険など多角的な視点で考えることが大切。

想定されるリスクや留意したいポイントをしっかりチェックしておこう。

今回の学び

（株）イチイ代表取締役。大規模災害に備えて
賃貸住宅管理業者が取るべき対策を集約した

『多角的視点で学ぶ防災マニュアル』（日管
協）など、賃貸住宅関連の書籍を複数編纂。

地震の際、ドアがゆがんで開かず、外へ逃げられない
という状況があります。そんなときに活躍するのがドア
をこじあける鉄バールです。その他には、ハンマー等
を、もしもに備えて用意しておくことをおすすめします。

知って
おっ得

避難時に役立つ「鉄バール」

入
居
者

災害発生時の安否確認の
ため、入居者自身や家族な
どの緊急連絡先を定期的
に更新しておこう。避難の
妨げになる私物を共用部
に置かないよう、日頃から
呼びかけることも大事。

地
　
震

建物の耐震性を確認し、倒壊
リスクが高い場合は補強を
検討。ブロック塀などの外部
設備も倒壊対策を行おう。消
火器などの基本設備のほか、
通電火災防止に役立つ感震
ブレーカーも導入を。

水
　
害

ハザードマップで物件が所
在するエリアの水害リスク
を把握し、入居者に避難場
所と避 難 経 路を案 内して
おこう。必要に応じ、建物
の防水工事や排水設備の
手入れなども行いたい。

保
　
険

地震による火災は、通常の火
災 保 険では補 償されない 。
地震、水害、施設賠償の保険
は、火災保険に付帯する形で
加 入できる。加 入 中 の 火 災
保険にこれらの補償が付帯
されているか把握しよう。

入居者の危険
建物や設備の破損、共用部などの避難経路が確保さ
れていない場合は、入居者が負傷したり、命の危険に
さらされたりする危険性も高まる。

物的損害
入居者の所有物、設備などの補償や修理費を負担するこ
とも。建物自体が大きな損傷を受けた場合、賃貸経営を
継続できなくなる。

法的・経済的リスク
災害対策に不備があって入居者や第三者に損害が生
じると、賠償請求を受ける可能性も。また、保険会社
からの保険金支払いが制限される場合もある。

物件価値の低下
安全に住めるか懸念される物件は、競争力が下がるリ
スクがある。それにより市場価値が低下し、売却など
で不利になる可能性も。
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賃
料
減
額
に
つ
い
て
、
借
地
借

家
法
で
定
め
る
賃
料
減
額
の
要

件
を
満
た
し
て
い
る
か
検
討
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

い
っ
た
ん
合
意
し
た
賃
料
に
つ
い
て

増
額
又
は
減
額
を
請
求
す
る
に
は
、「
借

地
借
家
法
32
条
１
項
」
の
要
件
を
満
た

す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

①
固
定
資
産
税
等
の
租
税
の
増
減

②�

土
地
や
建
物
の
価
格
の
上
昇
ま
た
は

低
下

③�

経
済
事
情
の
変
動
や
近
隣
の
建
物
の

賃
料
と
の
比
較
等
に
よ
っ
て
、
現
行

の
賃
料
が
不
相
当
に
な
っ
た
場
合

こ
う
い
っ
た
際
に
賃
料
の
増
額
や
減
額

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ご
質
問
の
ケ
ー
ス
は
、
賃
料
の
減
額

を
求
め
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
Ｂ

さ
ん
は
、
前
述
の
賃
料
減
額
の
要
件
を

主
張
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

現
状
か
ら
す
る
と
、
確
か
に
、
建
物

の
価
格
は
低
下
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
土
地
の
固
定
資
産
税

等
の
租
税
の
金
額
や
土
地
の
価
格
は

年
々
上
昇
し
て
い
る
た
め
、
今
回
の
ケ

ー
ス
で
考
え
る
と
、
賃
料
の
減
額
を
求

め
る
要
件
は
満
た
し
て
い
な
い
と
思
わ

れ
ま
す
。

賃貸トラブル
法律講座

退居・更新時の
トラブル編

入
居
者
の
退
去
時
や
契
約
更
新
時
の

ト
ラ
ブ
ル
回
避
の
ポ
イ
ン
ト

入
居
者
と
の
も
め
事
を
避
け
る
た
め
に
も
知
っ
て
お
き
た
い
！

今
回
は
、退
去
時
の
原
状
回
復
に
つ
い
て
の
考
え
方
や
、契
約
更
新
時
の
賃
料
減
額
の
可
否
に
つ
い
て
、

オ
ー
ナ
ー
と
し
て
ど
う
判
断
す
れ
ば
よ
い
か
、基
準
と
な
る
ポ
イ
ン
ト
を
解
説
し
ま
す
。

中央大学法学部卒。1997年司
法試験合格。2000年東京弁護
士会登録。現在ことぶき法律事務
所所長。

ことぶき法律事務所
尋木 浩司弁護士

まとめ

原状回復費用は経過年数を考慮
しますが、経過年数を超えた設
備でも入居者の過失などで使用
不能となった場合、本来機能して
いた状態まで戻す費用は入居者
負担となりえます。賃料減額を請
求された際は、租税・土地や建物
の価格、近隣の賃料相場をふま
えた上で交渉に応じましょう。

経
過
年
数
が
考
慮
さ
れ
る
の
で
、

補
修
費
用
の
全
額
の
請
求
は
で

き
ま
せ
ん
が
、
補
修
費
用
の
一

部
を
請
求
で
き
る
と
考
え
ま
す
。

　

最
近
は
、
お
部
屋
に
ゴ
ミ
を
た
め
込

ん
で
ゴ
ミ
屋
敷
の
状
態
に
な
っ
て
い
た

り
、
ペ
ッ
ト
飼
育
な
ど
で
退
去
時
に
汚

れ
が
酷
く
、
多
額
の
補
修
費
用
が
か
か

っ
た
り
す
る
事
例
が
見
ら
れ
ま
す
。

契
約
更
新
時
に
賃
料
の
減
額
を

請
求
さ
れ
た
場
合
の
対
応
に
つ

い
て

　

入
居
者
の
Ｂ
さ
ん
の
契
約
更
新
の

際
、Ｂ
さ
ん
か
ら「
マ
ン
シ
ョ
ン
も
だ
い

ぶ
古
く
な
っ
た
の
で
賃
料
を
１
万
円
減

額
し
て
欲
し
い
」と
の
要
請
が
あ
り
ま

し
た
。私
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
ら

良
い
で
し
ょ
う
か
。

長
年
に
わ
た
り
、大
量
の
ゴ
ミ
を

た
め
込
ん
で
い
た
お
部
屋
の
原

状
回
復
に
つ
い
て

　

私
は
築
40
年
の
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
を

所
有
し
て
い
ま
す
。そ
の
マ
ン
シ
ョ
ン

の
１
０
２
号
室
に
約
15
年
前
か
ら
入
居

し
て
い
た
Ａ
さ
ん
が
先
日
退
去
し
ま
し

た
。Ａ
さ
ん
は
、お
部
屋
や
キ
ッ
チ
ン
だ

け
で
な
く
、浴
室
や
ト
イ
レ
に
ま
で
大

量
の
ゴ
ミ
を
た
め
込
ん
で
い
た
た
め
、

浴
槽
、キ
ッ
チ
ン
、キ
ッ
チ
ン
の
床
面
の

カ
ー
ペ
ッ
ト
、ト
イ
レ
の
便
座
、そ
し
て

お
部
屋
の
ク
ロ
ス
な
ど
、汚
損
が
き
わ

め
て
酷
い
状
態
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
が
全
く
使
用
で
き
な
い
状
態
で

あ
っ
た
た
め
、補
修
の
た
め
に
多
額
の

費
用
を
負
担
し
ま
し
た
。

　

私
は
、今
回
の
補
修
費
用
を
Ａ
さ
ん

に
請
求
で
き
ま
す
か
。

A

Q2

　

本
件
の
よ
う
に
15
年
以
上
居
住
し
て

い
た
貸
室
の
原
状
回
復
に
つ
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
国
交
省
の
「
原
状
回
復
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
に
示
さ
れ
て
い
る
設
備
等

の
経
過
年
数
を
ふ
ま
え
る
と
、
た
と
え

ば
、
ク
ロ
ス
な
ど
は
経
過
年
数
の
６
年

を
超
え
て
お
り
、
そ
の
他
の
設
備
も
築

40
年
の
マ
ン
シ
ョ
ン
で
す
の
で
、
耐
用

年
数
が
経
過
し
て
い
て
、
損
害
賠
償
の

対
象
に
な
ら
な
い
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
耐
用
年
数
が
経
過
し
た
設

備
等
で
あ
っ
て
も
、
賃
借
人
が
普
通
に

使
用
し
て
い
れ
ば
、
退
去
し
た
あ
と
も

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
し
て
そ
の
ま
ま
使
用

で
き
る
訳
で
す
。
本
件
の
よ
う
に
、
耐

用
年
数
が
経
過
し
た
か
ら
そ
の
補
修
費

用
を
請
求
で
き
な
い
と
い
う
結
論
は
納

得
で
き
ま
せ
ん
。

　

こ
の
点
、
国
交
省
の
「
原
状
回
復
を

A

め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

（
平
成
23
年
8
月
の
再
改
訂
版
）」の「
経

過
年
数
の
考
え
方
の
導
入
」
の
と
こ
ろ

で
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、「
経
過

年
数
を
超
え
た
設
備
等
を
含
む
賃
借
物

件
で
あ
っ
て
も
、
賃
借
人
は
善
良
な
管

理
者
と
し
て
注
意
を
払
っ
て
使
用
す
る

義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
く
、
そ
の
た
め
、
経
過
年
数
を
超

え
た
設
備
等
で
あ
っ
て
も
、
継
続
し
て

賃
貸
住
宅
の
設
備
等
と
し
て
使
用
可
能

な
場
合
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に

賃
借
人
が
故
意
・
過
失
に
よ
り
設
備
等

を
破
損
し
、
使
用
不
能
と
し
て
し
ま
っ

た
場
合
に
は
、
賃
貸
住
宅
の
設
備
等
と

し
て
本
来
機
能
し
て
い
た
状
態
ま
で
戻

す
費
用
な
ど
に
つ
い
て
は
賃
借
人
の
負

担
と
な
る
こ
と
が
あ
る
」（
一
部
抜
粋
）
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

Q1
　

本
件
で
も
、
経
過
年
数
を
超
え
た
設

備
の
う
ち
、
ト
イ
レ
、
浴
室
、
キ
ッ
チ

ン
、
ク
ロ
ス
と
い
っ
た
設
備
等
は
通
常

だ
と
そ
の
ま
ま
使
用
可
能
で
す
。
大
量

の
ゴ
ミ
を
た
め
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
使

用
不
能
な
状
態
に
し
て
し
ま
っ
た
場
合

は
、
Ａ
さ
ん
は
、
設
備
等
が
本
来
機
能

し
て
い
た
状
態
に
戻
す
た
め
の
工
事
を

行
う
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　

よ
っ
て
、
オ
ー
ナ
ー
様
は
Ａ
さ
ん
に

対
し
、
ト
イ
レ
や
浴
室
等
を
補
修
し
て

使
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
費
用

に
つ
い
て
、
請
求
可
能
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

も
っ
と
も
、
新
品
の
浴
室
へ
の
交
換

や
キ
ッ
チ
ン
を
全
く
新
し
い
も
の
に
す

る
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
グ
レ
ー
ド
ア
ッ

プ
」
の
費
用
に
つ
い
て
は
請
求
で
き
な

い
の
で
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
た
だ
し
そ

の
場
合
も
、
例
え
ば
、
使
え
な
く
な
っ

た
キ
ッ
チ
ン
を
処
分
す
る
費
用
は
Ａ
さ

ん
に
請
求
で
き
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

で
は
、
壁
ク
ロ
ス
や
カ
ー
ペ
ッ
ト
の

張
り
替
え
費
用
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

壁
ク
ロ
ス
や
カ
ー
ペ
ッ
ト
は
６
年
で
残

存
価
値
が
１
円
に
な
る
と
認
め
ら
れ
る

た
め
（
前
出
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）、
本

件
の
よ
う
に
15
年
以
上
居
住
し
て
い
た

場
合
は
、
残
存
価
値
が
な
い
も
の
と
認

め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
新
た
に
こ

れ
ら
を
購
入
す
る
費
用
は
Ａ
さ
ん
に
請

求
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
場
合
で
も
、
カ
ー
ペ
ッ
ト
撤
去

の
工
事
費
相
当
額
や
、
旧
ク
ロ
ス
の
剥

が
し
処
分
費
用
、
下
地
の
ボ
ー
ド
の
補

修
費
用
な
ど
は
、
Ａ
さ
ん
に
請
求
で
き

る
も
の
と
考
え
ま
す
。

オーナー

原状回復分
です！！

オーナーAさん

TAXTAX
建物土地

オーナー Bさん

価格
DOWN

地価
UP租税

UP

家賃
1万円
減額して！

　

以
上
の
よ
う
に
、
賃
料
の
減
額
を
請

求
さ
れ
た
場
合
、
①
租
税
が
下
が
っ
て

い
る
か
、
②
土
地
や
建
物
の
値
段
が
下

が
っ
て
い
る
か
、
③
近
隣
の
賃
料
の
相

場
が
下
が
っ
て
い
る
か
な
ど
を
調
査
し

て
、
検
討
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
考
え

ま
す
。
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公社お問い合せ先

本社・首都圏本部 札幌支社 仙台支社
営業地域／ 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、 

茨城県、山梨県、沖縄県 営業地域／北海道 営業地域／ 青森県、岩手県、宮城県、 
秋田県、山形県、福島県

〒102-0076 東京都千代田区五番町14-1 
国際中正会館ビル3階

〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西3-1-8 
朝日生命ビル3階

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-8-1
HF仙台一番町ビルディング5階

☎03-3237-7411　 FAX 03-3237-7418 ☎011-221-6717　 FAX 011-221-7200 ☎022-266-2941　 FAX 022-266-2926

高崎支社 名古屋支社
営業地域／栃木県、群馬県、新潟県、長野県、富山県*、石川県*、福井県*
*富山県、石川県、福井県で建設された方については、返済開始後の管
理業務を名古屋支社が行います。

営業地域／岐阜県、愛知県、三重県、静岡県*
*静岡県で建設された方については、返済開始後の管理業務を首都圏
本部が行います。

〒370-0849 群馬県高崎市八島町110-1 
アールエムツー高崎ビル2階

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-15-6
岩田ビル6階

☎027-324-6171　 FAX 027-324-6172 ☎052-218-5601　 FAX 052-222-3113

大阪支社 広島支社 福岡支社
営業地域／ 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、 

和歌山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 営業地域／鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 営業地域／ 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、 
大分県、宮崎県、鹿児島県

〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町2-4-11
クラボウアネックスビル6階

〒730-0014 広島県広島市中区上幟町7-3　
Jプロ上幟町ビル7階

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-10-20
KG天神ビル東3階

☎06-6266-9950　 FAX 06-6266-9959 ☎082-511-1151　 FAX 082-511-1160 ☎092-712-4401　 FAX 092-712-4403

首都圏本部�水道橋受付センター
営業地域／東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、山梨県、沖縄県
水道橋受付センター（事業推進第一部）
〒112-0004 東京都文京区後楽1-2-2 ココタイラビル1階
☎03-5805-2521　 FAX 03-5805-2528

（事業推進第二部）
〒112-0004 東京都文京区後楽1-2-9 エー・ゼットキュウブビル2階
☎03-5805-2607　 FAX 03-5805-2608

「東洋のガラパゴス」と
称される希少生物の宝庫

オーナーズネットワーク・パティオ

確定申告・遺言書作成の状況について教えてください

前号のアンケートハガキで、確定申告の方法と遺言書作成の
ご状況について伺いました。その結果をご紹介します。

皆様の声

【有効回答数：274】

今号のアンケートハガキも、ぜひご回答ください！　　

\ ハーモニー読者に聞きました /

小笠原諸島
［東京］ 

　東京港からフェリーで24時間。
東京から南に約1,000km離れてい
る父島や、さらに南へ約50km離れ
た母島など、大小30の島々からな
る小笠原諸島。歴史上一度も大陸
と陸続きになったことがない海洋島
で、独自の進化を遂げた固有の動
植物が数多く生息します。その生
態系が、生物の進化を示す典型的
な見本として世界的な価値を持つ
ことが認められ、2011年6月に世
界自然遺産に登録されました。

　巨大なザトウクジラやイルカをは
じめ、色とりどりの熱帯魚やサンゴ
礁、海中へ向かって鋭く落ち込む
黒い岩肌、そして「ボニンブルー」と
呼ばれる独特の海の碧色など、小
笠原諸島でしか出会えない、雄大
な自然景観が広がっています。絶
滅危惧種に指定されているアオウ
ミガメの日本最大の産卵地でもあ
り、5月～8月の産卵期には父島・
母島などの海岸でその姿を見るこ
ともできます。

外洋と繋がる「扇池」の風景が美しい南島。国指定の天然記念物
にもなっている沈水カルスト地形で、全島が石灰岩でできています

ホエールウォッチングやドルフィンスイムなど、
小笠原諸島の自然を堪能できる様々なアク
ティビティを楽しめます

父
島
の
旭
山
か
ら
見
下
ろ
す
二
見

湾
。島
の
乾
燥
し
た
気
候
に
合
わ
せ
て

葉
の
形
を
変
え
、海
風
を
避
け
る
た
め

背
が
低
く
進
化
し
た「
乾
性
低
木
林
」

が
広
が
り
ま
す

登録区域／ 東京都小笠原村 聟島列島・父島列島・母島列島・北硫黄
島・南硫黄島・西之島（父島および母島は一部地域）

遺産区域面積／約7,900ha　登録年月／2011年6月

ニッポンの
世界自然遺産Vol.3

一度は訪れたい！ 

D A T A

1

3

4

2現在の確定申告の方法を教えてください。

電子申告（e-Tax）は利用していますか？

遺言書の作成について、どうお考えですか？

確定申告の作成・申告は
誰が行っていますか？

● 確定申告では、青色申告を利用している方が約８割に。また、電子申告を利用している方も6割と、多くの方が電子申告の制度を活用し● 確定申告では、青色申告を利用している方が約８割に。また、電子申告を利用している方も6割と、多くの方が電子申告の制度を活用し
ていることがわかりました。本誌では、みなさまのご回答を参考に、今後も賃貸経営のためになる情報を発信してまいります。ていることがわかりました。本誌では、みなさまのご回答を参考に、今後も賃貸経営のためになる情報を発信してまいります。

❶付き合いのある税理士に任せている･･･････････････44.9％
❷自分（家族）で作成し申告している･････････････････36.1％
❸サブリース会社などの提携税理士に任せている････14.2％
❹その他･････････････････････････････････････････････ 4.7％

（青色申告会、役所、商工会、会計士など）

❶必要なものと考えている･ ･････････････････････････52.9％
❷もう少し検討する余地がある･･････････････････････23.7％
❸作成はしないと思う（必要性を感じない）･･･････････14.6％
❹作成の仕方がよく分からない･･･････････････････････ 5.1％
❺その他･････････････････････････････････････････････ 3.6％

（公正証書を作成済み、自筆証書遺言を作成済み、 
法務局に提出済み、遺産分割内容を詳しく検討したいなど）

❶はい･･･････････････････････････････････････････････61.3％
❷いいえ･ ･･･････････････････････････････････････････27.7％
❸わからない････････････････････････････････････････10.9％

白色申告
16.8％

わからない
3.3％

青色申告
79.9％
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